
● 平成２８年１２月、愛知県において、大学生の少年が自宅で爆発物（TATP）を
製造し、平成３０年３月、同県内の公園で所持した

● 平成２８年１０月、栃木県において、元自衛隊員の男が、自作とみられる爆発
物を爆発させ、通行人に重傷を負わせた

爆発物使用テロ防止のために

化学薬品の販売時には、身分確認と使用目的の確認

を行い、不審点がある場合は警察へ通報してください。

※ 毒劇物の場合は法に基づく書面の確実な作成を！

身近な商品から爆発物が製造される可能性があります
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